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新旧対照表 



作業規程の準則目次 

改   正   （案） 現     行 コメント 

作業規程の準則目次 作業規程の準則目次  

第３編 地形測量及び写真測量 第３編 地形測量及び写真測量  

第１章 通則 第１章 通則  

第１章 通則 

 第１節 要旨（第７８条） 

 第２節 製品仕様書の記載事項（第７９条・第８０条） 

 第３節 測量方法（第８１条） 

 第４節 図式（第８２条） 

第１章 通則 

 第１節 要旨（第７８条） 

 第２節 製品仕様書の記載事項（第７９条・第８０条） 

 第３節 測量方法（第８１条） 

 第４節 図式（第８２条） 

 

第２章 現地測量 第２章 現地測量  

第２章 現地測量 

第１節 要旨（第８３条―第８７条） 

   第２節 作業計画（第８８条） 

   第３節 基準点の設置（第８９条） 

第４節 細部測量 (第９０条) 

第１款 ＴＳ点の設置（第９１条―第９４条） 

第２款 地形、地物等の測定（第９５条―第９８条） 

第５節 数値編集（第９９条・第１００条） 

   第６節 補備測量（第１０１条） 

   第７節 数値地形図データファイルの作成（第１０２条） 

   第８節 品質評価（第１０３条) 

第９節 成果等の整理（第１０４条・第１０５条） 

第２章 現地測量 

第１節 要旨（第８３条―第８７条） 

   第２節 作業計画（第８８条） 

   第３節 基準点の設置（第８９条） 

第４節 細部測量 (第９０条) 

第１款 ＴＳ点の設置（第９１条―第９４条） 

第２款 地形、地物等の測定（第９５条―第９８条） 

第５節 数値編集（第９９条・第１００条） 

   第６節 補備測量（第１０１条） 

   第７節 数値地形図データファイルの作成（第１０２条） 

   第８節 品質評価（第１０３条) 

第９節 成果等の整理（第１０４条・第１０５条） 

 

第３章 空中写真測量 第３章 空中写真測量  

  第３章 空中写真測量 

   第１節 要旨（第１０６条－第１０８条） 

   第２節 作業計画（第１０９条） 

   第３節 標定点の設置（第１１０条－第１１３条） 

   第４節 対空標識の設置（第１１４条－第１１９条） 

   第５節 撮影 

    第１款 要旨（第１２０条） 

    第２款 機材（第１２１条－第１２３条） 

    第３款 撮影（第１２４条－第１３１条） 

    第４款 ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータ処理（第１３２条－１３４条） 

    第５款 フィルムの処理（第１３５条－１４３条） 

    第６款 数値写真の統合処理（第１４４条－第１４５条） 

    第７款 数値写真の整理（第１４６条－第１４８条） 

  第３章 空中写真測量 

   第１節 要旨（第１０６条－第１０８条） 

   第２節 作業計画（第１０９条） 

   第３節 標定点の設置（第１１０条－第１１３条） 

   第４節 対空標識の設置（第１１４条－第１１９条） 

   第５節 撮影 

    第１款 要旨（第１２０条） 

    第２款 機材（第１２１条－第１２３条） 

    第３款 撮影（第１２４条－第１４２条） 

    第４款 空中写真の数値化（第１４３条－第１４９条） 

    第５款 同時調整（第１５０条・第１５１条） 

 

 

 



    第８款 品質評価（第１４９条） 

    第９款 成果等（第１５０条－第１５１条） 

   第６節 刺針（第１５２条－第１５６条） 

   第７節 同時調整（第１５７条－第１６５条） 

   第８節 現地調査（第１６６条－第１７１条） 

    

   第９節 数値図化（第１７２条－第１８４条） 

   第１０節 数値編集（第１８５条－第１９０条） 

   第１１節 補測編集（第１９１条－第１９５条） 

   第１２節 数値地形図データファイルの作成（第１９６条） 

   第１３節 品質評価（第１９７条） 

   第１４節 成果等の整理（第１９８条・第１９９条） 

    第６款 品質評価（第１５２条） 

    第７款 成果等（第１５３条） 

   第６節 刺針（第１５４条－第１５８条） 

 

   第７節 現地調査（第１５９条－第１６４条） 

   第８節 空中三角測量（第１６５条－第１７４条） 

   第９節 数値図化（第１７５条－第１８７条） 

   第１０節 数値編集（第１８８条－第１９３条） 

   第１１節 補測編集（第１９４条－第１９８条） 

   第１２節 数値地形図データファイルの作成（第１９９条） 

   第１３節 品質評価（第２００条） 

   第１４節 成果等の整理（第２０１条・第２０２条） 

第４章 既成図数値化 第４章 既成図数値化  

  第４章 既成図数値化 

   第１節 要旨（第２００条－第２０３条） 

   第２節 作業計画（第２０４条） 

   第３節 計測用基図作成（第２０５条・第２０６条） 

   第４節 計測（第２０７条－第２１０条） 

   第５節 数値編集（第２１１条－第２１３条） 

   第６節 数値地形図データファイルの作成（第２１４条） 

   第７節 品質評価（第２１５条） 

   第８節 成果等の整理（第２１６条・第２１７条） 

  第４章 既成図数値化 

   第１節 要旨（第２０３条－第２０６条） 

   第２節 作業計画（第２０７条） 

   第３節 計測用基図作成（第２０８条・第２０９条） 

   第４節 計測（第２１０条－第２１３条） 

   第５節 数値編集（第２１４条－第２１６条） 

   第６節 数値地形図データファイルの作成（第２１７条） 

   第７節 品質評価（第２１８条） 

   第８節 成果等の整理（第２１９条・第２２０条） 

 

第５章 修正測量 第５章 修正測量  



第５章 修正測量 

 第１節 要旨（第２１８条―第２２１条） 

   第２節 作業計画（第２２２条） 

   第３節 予察（第２２３条） 

   第４節 修正数値図化 

    第１款 空中写真測量による修正数値図化（第２２４条・第２２５条） 

第２款 ＴＳ等を用いる修正数値図化（第２２６条・第２２７条） 

第３款 キネマティック法による修正数値図化（第２２８条・第２２９条） 

第４款 ＲＴＫ法による修正数値図化（第２３０条・第２３１条） 

第５款 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正数値図化（第２３２条・第２３３条） 

第６款 既成図を用いる方法による修正数値図化（第２３４条―第２３６条） 

第７款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化（第２３７条―第２３９条） 

第５節 現地調査（第２４０条） 

第６節 修正数値編集（第２４１条―第２４３条） 

第７節 数値地形図データファイルの更新（第２４４条） 

第８節 品質評価（第２４５条） 

第９節 成果等の整理（第２４６条・第２４７条） 

第５章 修正測量 

 第１節 要旨（第２２１条―第２２４条） 

   第２節 作業計画（第２２５条） 

   第３節 予察（第２２６条） 

   第４節 修正数値図化 

    第１款 空中写真測量による修正数値図化（第２２７条・第２２８条） 

第２款 ＴＳ等を用いる修正数値図化（第２２９条・第２３０条） 

第３款 キネマティック法による修正数値図化（第２３１条・第２３２条） 

第４款 ＲＴＫ法による修正数値図化（第２３３条・第２３４条） 

第５款 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正数値図化（第２３５条・第２３６条） 

第６款 既成図を用いる方法による修正数値図化（第２３７条―第２３９条） 

第７款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化（第２４０条―第２４２条） 

第５節 現地調査（第２４３条） 

第６節 修正数値編集（第２４４条―第２４６条） 

第７節 数値地形図データファイルの更新（第２４７条） 

第８節 品質評価（第２４８条） 

第９節 成果等の整理（第２４９条・第２５０条） 

 

第６章 写真地図作成 第６章 写真地図作成  

  第６章 写真地図作成 

   第１節 要旨（第２４８条－第２５２条） 

   第２節 作業計画（第２５３条・第２５４条） 

   第３節 数値地形モデルの作成（第２５５条－第２６０条） 

   第４節 正射変換（第２６１条・第２６２条） 

   第５節 モザイク（第２６３条－第２６５条） 

   第６節 写真地図データファイルの作成（第２６６条・第２６７条） 

   第７節 品質評価（第２６８条） 

   第８節 成果等の整理（第２６９条・第２７０条） 

  第６章 写真地図作成 

   第１節 要旨（第２５１条－第２５５条） 

   第２節 作業計画（第２５６条・第２５７条） 

   第３節 数値地形モデルの作成（第２５８条－第２６３条） 

   第４節 正射変換（第２６４条・第２６５条） 

   第５節 モザイク（第２６６条－第２６８条） 

   第６節 写真地図データファイルの作成（第２６９条・第２７０条） 

   第７節 品質評価（第２７１条） 

   第８節 成果等の整理（第２７２条・第２７３条） 

 

第７章 航空レーザ測量 第７章 航空レーザ測量  



第７章 航空レーザ測量 

第１節 要旨（第２７１条―第２７３条） 

第２節 作業計画（第２７４条） 

第３節 固定局の設置（第２７５条・第２７６条） 

第４節 航空レーザ計測（第２７７条―第２８１条） 

第５節 調整用基準点の設置（第２８２条・第２８３条） 

第６節 三次元計測データの作成（第２８４条―第２９１条） 

第７節 オリジナルデータの作成（第２９２条・第２９３条） 

第８節 グラウンドデータの作成（第２９４条―第２９８条） 

第９節 グリッドデータの作成（第２９９条―第３０１条） 

第１０節 等高線データの作成（第３０２条・第３０３条） 

第１１節 数値地形図データファイルの作成（第３０４条） 

第１２節 品質評価（第３０５条） 

第１３節 成果等の整理（第３０６条・第３０７条） 

第７章 航空レーザ測量 

第１節 要旨（第２７４条―第２７６条） 

第２節 作業計画（第２７７条） 

第３節 固定局の設置（第２７８条・第２７９条） 

第４節 航空レーザ計測（第２８０条―第２８４条） 

第５節 調整用基準点の設置（第２８５条・第２８６条） 

第６節 三次元計測データの作成（第２８７条―第２９４条） 

第７節 オリジナルデータの作成（第２９５条・第２９６条） 

第８節 グラウンドデータの作成（第２９７条―第３００条） 

第９節 グリッドデータの作成（第３０１条―第３０３条） 

第１０節 等高線データの作成（第３０４条・第３０５条） 

第１１節 数値地形図データファイルの作成（第３０６条） 

第１２節 品質評価（第３０７条） 

第１３節 成果等の整理（第３０８条・第３０９条） 

 

第８章 地図編集 第８章 地図編集  

  第８章 地図編集 

   第１節 要旨（第３０８条－第３１２条） 

   第２節 作業計画（第３１３条） 

   第３節 資料収集及び整理（第３１４条） 

   第４節 編集原稿データの作成（第３１５条・第３１６条） 

   第５節 編集（第３１７条－第３１９条） 

   第６節 数値地形図データファイルの作成（第３２０条） 

   第７節 品質評価（第３２１条） 

   第８節 成果等の整理（第３２２条・第３２３条） 

  第８章 地図編集 

   第１節 要旨（第３１０条－第３１４条） 

   第２節 作業計画（第３１５条） 

   第３節 資料収集及び整理（第３１６条） 

   第４節 編集原稿データの作成（第３１７条・第３１８条） 

   第５節 編集（第３１９条－第３２１条） 

 

   第６節 品質評価（第３２２条） 

   第７節 成果等の整理（第３２３条・第３２４条） 

 

第９章 基盤地図情報の整理 第９章 基盤地図情報の整理  

  第９章 基盤地図情報の整理 

   第１節 要旨（第３２４条） 

   第２節 基盤地図情報の作成方法（第３２５条） 

   第３節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成（第３２６条－第３２７条） 

   第４節 作業計画（第３２８条） 

   第５節 既存の測量成果等の収集及び整理（第３２９条） 

   第６節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整（第３３０条－第３３３条） 

   第７節 基盤地図情報項目の抽出（第３３４条） 

   第８節 品質評価（第３３５条） 

   第９節 成果等の整理（第３３６条・第３３７条） 

  第９章 基盤地図情報の整理 

   第１節 要旨（第３２５条） 

   第２節 基盤地図情報の作成方法（第３２６条） 

   第３節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成（第３２７条－第３２８条） 

   第４節 作業計画（第３２９条） 

   第５節 既存の測量成果等の収集及び整理（第３３０条） 

   第６節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整（第３３１条－第３３４条） 

   第７節 基盤地図情報項目の抽出（第３３５条） 

   第８節 品質評価（第３３６条） 

   第９節 成果等の整理（第３３７条・第３３８条） 

 

第４編 応用測量 第４編 応用測量  

第１章 通則 第１章 通則  



第１章 通則 

 第１節 要旨（第３３８条－第３４４条） 

 第２節 製品仕様書の記載事項（第３４５条） 

第１章 通則 

 第１節 要旨（第３３９条－第３４５条） 

 第２節 製品仕様書の記載事項（第３４６条） 

 

第２章 路線測量 第２章 路線測量  

  第２章 路線測量 

   第１節 要旨（第３４６条・第３４７条） 

   第２節 作業計画（第３４８条） 

   第３節 線形決定（第３４９条－第３５１条） 

   第４節 中心線測量（第３５２条－第３５４条） 

   第５節 仮ＢＭ設置測量（第３５５条－第３５７条） 

   第６節 縦断測量（第３５８条・第３５９条） 

   第７節 横断測量（第３６０条・第３６１条） 

   第８節 詳細測量（第３６２条・第３６３条） 

   第９節 用地幅杭設置測量（第３６４条－第３６６条） 

   第１０節 品質評価（第３６７条） 

   第１１節 成果等の整理（第３６８条・第３６９条） 

  第２章 路線測量 

   第１節 要旨（第３４７条・第３４８条） 

   第２節 作業計画（第３４９条） 

   第３節 線形決定（第３５０条－第３５２条） 

   第４節 中心線測量（第３５３条－第３５５条） 

   第５節 仮ＢＭ設置測量（第３５６条－第３５８条） 

   第６節 縦断測量（第３５９条・第３６０条） 

   第７節 横断測量（第３６１条・第３６２条） 

   第８節 詳細測量（第３６３条・第３６４条） 

   第９節 用地幅杭設置測量（第３６５条－第３６７条） 

   第１０節 品質評価（第３６８条） 

   第１１節 成果等の整理（第３６９条・第３７０条） 

 

第３章 河川測量 第３章 河川測量  

  第３章 河川測量 

   第１節 要旨（第３７０条・第３７１条） 

   第２節 作業計画（第３７２条） 

   第３節 距離標設置測量（第３７３条・第３７４条） 

   第４節 水準基標測量（第３７５条・第３７６条） 

   第５節 定期縦断測量（第３７７条・第３７８条） 

   第６節 定期横断測量（第３７９条・第３８０条） 

   第７節 深浅測量（第３８１条・第３８２条） 

   第８節 法線測量（第３８３条・第３８４条） 

   第９節 海浜測量及び汀線測量（第３８５条・第３８６条） 

   第１０節 品質評価（第３８７条） 

   第１１節 成果等の整理（第３８８条・第３８９条） 

  第３章 河川測量 

   第１節 要旨（第３７１条・第３７２条） 

   第２節 作業計画（第３７３条） 

   第３節 距離標設置測量（第３７４条・第３７５条） 

   第４節 水準基標測量（第３７６条・第３７７条） 

   第５節 定期縦断測量（第３７８条・第３７９条） 

   第６節 定期横断測量（第３８０条・第３８１条） 

   第７節 深浅測量（第３８２条・第３８３条） 

   第８節 法線測量（第３８４条・第３８５条） 

   第９節 海浜測量及び汀線測量（第３８６条・第３８７条） 

   第１０節 品質評価（第３８８条） 

   第１１節 成果等の整理（第３８９条・第３９０条） 

 

第４章 用地測量 第４章 用地測量  

  第４章 用地測量 

   第１節 要旨（第３９０条・第３９１条） 

   第２節 作業計画（第３９２条） 

   第３節 資料調査（第３９３条－第３９８条） 

   第４節 復元測量（第３９９条・第４００条） 

   第５節 境界確認（第４０１条・第４０２条） 

   第６節 境界測量（第４０３条－第４０７条） 

   第７節 境界点間測量（第４０８条・第４０９条） 

  第４章 用地測量 

   第１節 要旨（第３９１条・第３９２条） 

   第２節 作業計画（第３９３条） 

   第３節 資料調査（第３９４条－第３９９条） 

   第４節 復元測量（第４００条・第４０１条） 

   第５節 境界確認（第４０２条・第４０３条） 

   第６節 境界測量（第４０４条－第４０８条） 

   第７節 境界点間測量（第４０９条・第４１０条） 

 



   第８節 面積計算（第４１０条・第４１１条） 

   第９節 用地実測図データファイルの作成（第４１２条・第４１３条） 

   第１０節 用地平面図データファイルの作成（第４１４条・第４１５条） 

   第１１節 品質評価（第４１６条） 

   第１２節 成果等の整理（第４１７条・第４１８条） 

   第８節 面積計算（第４１１条・第４１２条） 

   第９節 用地実測図データファイルの作成（第４１３条・第４１４条） 

   第１０節 用地平面図データファイルの作成（第４１５条・第４１６条） 

   第１１節 品質評価（第４１７条） 

   第１２節 成果等の整理（第４１８条・第４１９条） 

第５章 その他の応用測量 第５章 その他の応用測量  

  第５章 その他の応用測量 

   第１節 要旨（第４１９条） 

   第２節 作業計画（第４２０条） 

   第３節 作業方法（第４２１条） 

   第４節 作業内容（第４２２条） 

   第５節 品質評価（第４２３条） 

   第６節 成果等の整理（第４２４条・第４２５条） 

  第５章 その他の応用測量 

   第１節 要旨（第４２０条） 

   第２節 作業計画（第４２１条） 

   第３節 作業方法（第４２２条） 

   第４節 作業内容（第４２３条） 

   第５節 品質評価（第４２４条） 

   第６節 成果等の整理（第４２５条・第４２６条） 

 

 

 


